
小山町告示第１８号 

 小山町浄化槽設置事業補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和元年９月２４日 

                        小山町長 池谷 晴一 

小山町浄化槽設置事業補助金交付要綱 

小山町合併処理浄化槽設置奨励事業補助金交付要綱（平成４年小山町告示第４０号）の全

部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 町長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止することを目的として、住宅 

に浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交

付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則（昭和５１年小山町規則第１号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ 

る。 

（１）浄化槽 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号。以下「法」という。）第２条第１号に

規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量（以下「ＢＯＤ」という。）の除去率が９０

パーセント以上、放流水のＢＯＤが日間平均値で１リットル中２０ミリグラム以下の

機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針（平成４年

１０月３０日付け衛浄第３４号厚生省浄化槽対策室長通知）が適用される浄化槽にあ

っては同指針に適合するものをいう。 

（２）単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律（平成１２年法律第１０６号）附則 

第２条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。 

（３）住宅 自ら居住の用に供する建物で、専用住宅及び併用住宅をいう。 

（４）専用住宅 専ら居住の用に供する建物をいう。 

（５）併用住宅 事務所、倉庫、店舗等営業に供する部分と居住の用に供する部分を併せも 

ち、延べ面積の２分の１以上を居住の用に供する建物をいう。 

（６）建売 民間事業者により建築した住宅をいう。 

（７）別荘 常時居住の用に供しない住宅で主として保養の目的のため使用するものをい

う。 



（補助対象区域） 

第３条 補助金の交付の対象となる区域（以下「補助対象区域」という。）は、小山町内全

域において、公共下水道事業計画区域（下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１

項の規定により定めた事業計画の区域をいう。）以外の区域とする。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、補助対象区域に

おいて、住宅に１０人槽以下の浄化槽を設置し、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１）個人の住宅を建築若しくは増改築する者又は浄化槽へ更新する者のうち、単独処理浄 

化槽又は汲み取り便槽に換えて浄化槽を設置する者 

（２）従前の生活排水処理方法が単独処理浄化槽又は汲み取り便槽である者のうち、自らの 

住居を目的に建売を購入した者 

（３）町外から転入又は集合住宅（賃貸の戸建住宅を含む。）から転居し、浄化槽を設置す 

る者 

（４）従前の生活排水処理方法にかかわらず、町内に居住する世帯の一部が、同一敷地内 

又は別の場所に個人の住宅を建築し、又は自らの居住を目的に建売を購入した者 

（５）災害に伴い浄化槽を設置する者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助対象者と 

しない。 

（１）法第５条第１項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法（昭和２５年法律第 

２０１号）第６条第１項の規定に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者 

（２）町税等を滞納している者 

（３）販売の目的で、住宅を建築又は増改築する者 

（４）別荘として住宅を建築する者、又は購入する者 

（５）１６条に定める現地調査が行われずに浄化槽を設置した者 

（６）事業完了後、設置場所に転入又は転居の意思が認められない者 

（７）法第７条に基づく検査（以下「７条検査」という。）及び法第１１条に基づく検査（以 

下「１１条検査」という。）について、法第５７条の規定により県知事が指定した機関

と契約を行わない者 

（補助金額） 

第５条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する経費とし、その限度額は別表のとおりとする。 



（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該浄化槽の設置工事着工日まで

に（建売を購入した者は、購入後速やかに）小山町浄化槽設置事業補助金交付申請書（様

式第１号）を、町長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第７条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、小山町浄化槽設 

置事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により補助対象者に通知するもの 

とする。 

（交付条件） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者（以下「交付決定者」という。）は、次の

各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）補助金に係る事業（以下「補助事業」という。）が予定の期間内に完了しないとき、

又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告しその指示を受けること。 

（２）補助事業の内容変更又は中止若しくは廃止をしようとする場合は、あらかじめ町長の 

承認を受けること。 

（３）補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書 

類を、補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管すること。 

（４）補助事業により、効用の増加した不動産及び従物については、補助金の交付を受けた 

年度終了後５年間は、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこと。 

（５）町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があったときは、その収入 

の全部又は一部を町に納付すること。 

（６）補助事業については、次のア又はイに該当する者の監督の下に行うこと。 

ア 平成元年１０月３０日付け厚生省・建設省告示第１号により指定した小規模合併

処理浄化槽施工技術特別講習会を修了した者 

イ 昭和６３年度以降に法第４２条第１項各号に該当することとなった浄化槽設備士 

（７）補助事業により設置された浄化槽については、補助事業の完了後においても管理者の 

注意をもって管理するとともに、定期的に保守点検及び清掃を行い、１１条検査を年に 

１度受け、機能の保持をしなければならない。 

（変更等の承認申請） 



第９条 交付決定者は、前条第２号の規定に規定する補助事業の内容変更又は中止若しく

は廃止をしようとするときは、小山町浄化槽設置事業補助金変更（中止・廃止）申請書（様

式第３号）を速やかに町長に提出しなければならない。 

（変更等の承認） 

第１０条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認め 

たときは、変更承認（不承認）決定通知（様式第４号）により交付決定者に通知するもの 

とする。 

（完了届） 

第１１条 交付決定者は、補助事業完了後１月以内又は補助金の交付の決定を受けた年度

の３月末日のいずれか早い日までに、小山町浄化槽設置完了届（様式第５号。以下「完了

届」という。）を、町長に提出しなければならない。 

（交付の確定） 

第１２条 町長は、完了届を受け付けたときは、その内容を審査するとともに、第１６条に 

定める現地調査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたとき 

は、小山町浄化槽設置事業補助金交付確定通知書（様式第６号）により交付決定者に通知 

するものとする。 

（補助金の請求） 

第１３条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、当該通知を受理してから１０日

以内に小山町浄化槽設置事業補助金請求書（様式第７号）を町長に提出するものとする。 

（補助金の交付の取消し） 

第１４条 町長は、交付決定者が、規則第１２条の規定によるもののほか、次の各号のいず 

れかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定及び確定を取り消し、若しくは停止 

し、又は補助金の返還を命ずることができる。 

（１）不正の手段により補助金を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）７条検査及び１１条検査を浄化槽使用開始後２年以内に行わなかったとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定及び確定を取り消し、若しくは停止し、

又は交付した補助金の返還を決定したときは、その旨を当該交付決定者に通知するもの

とする。 

３ 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた交付決定者は、町長の発行する納入通知



書により、速やかにその補助金を返納しなければならない。 

（施工業者の責任） 

第１５条 施工業者は、補助事業の趣旨を十分に認識し、施工についてその実施から７条検 

査の完了又は検査に基づく指摘の改善が終了するまでの間は、責任を負わなければなら

ない。 

（現地調査） 

第１６条 町長は、浄化槽の設置完了後、補助事業を適正に執行するため、次の各号に掲げ

る事項について、現地調査を実施し確認するものとする。 

（１）申請のとおり施工されていること。 

（２）施工業者が立会いをしていること。 

（３）コンクリート基礎は、浄化槽を設置しても変形かつ破損しない強度を持って固化して 

いること。 

（４）水平保持又は深さ調節のために、コンクリート基礎と浄化槽との間に砂などを撒かな 

いこと又はコンクリート基礎を削らないこと。 

（５）浄化槽は、縦及び横方向に水平に設置されること。 

（６）静岡県浄化槽取扱指導要綱（昭和５２年４月１日施行）を遵守して施工していること。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

１ この告示は、令和元年１０月１日から施行し、同日以後に申請したものに適用する。 

２ この告示の施行の際、現に改正前の小山町合併処理浄化槽設置奨励事業補助金交付要

綱の規定によりなされている手続その他の行為は、改正後の小山町浄化槽設置事業補助

金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

別表（第５条関係） 

人槽区分 補助金額限度額 

５人槽 ３３２，０００円 

６～７人槽 ４１４，０００円 

８～１０人槽 ５４８，０００円 

 


